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令和６年２月通常会議

議案第５２号

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

令和６年３月１４日

都市計画部 住宅政策課

施設常任委員会 都市計画部資料
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〔１〕配偶者からの暴力被害者の単身入居資格等の整備（Ｐ３～４）
配偶者からの暴力被害者の単身入居資格等について、次項のとおり見直し、

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正を行う。

〔２〕４団地の用途廃止（Ｐ５～６）
・音羽台団地（２４戸）

・石山団地（１２３戸）※一部のみ

・高橋川第一団地（１戸）

・高橋川第二団地（１戸）

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

改正の趣旨



Lake Biwa

3

〔１〕配偶者からの暴力被害者の単身入居資格等の整備について

１.現状と課題

 ２.主な見直し
・単身入居可能な者として、甲と乙を条例第４条第２項第８号に追加する。

・条例第４条第１項第１号を改正し、配偶者からの暴力被害者に対する入居
申込時の居住地要件を撤廃する。

・令和６年４月１日付けで「配偶者暴力防止等法」の一部改正及び「困難な
問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されることに伴い、条例
の引用部分を改正する。

・現行条例では、国土交通省の通知（配偶者からの暴力被害者の公営住宅への
  入居について）にて目的外使用可能とされる、配偶者からの暴力を受けている旨
の証明を受けている者（以下、甲という。）と配偶者からの暴力を理由に避難して
いる旨の確認を受けている者（以下、乙という。）が、単身入居申込みができない。
・配偶者からの暴力被害者について、加害者に所在が知られることを恐れ、やむ
  を得ず住民票を市外にしている者は、入居申込みができない。
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〔１〕配偶者からの暴力被害者の単身入居資格等の整備について

３.改正の効果

■国土交通省の通知により定義された配偶者からの暴力被害者であれば、単身
 入居可能となる。ただし、収入月額や住宅困窮理由など、他の入居資格も満たす
ことが前提。

■入居機会の拡大が見込まれる。
→居住地要件の撤廃は、単身以外（ひとり親世帯など）も対象。
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〔２〕４団地の用途廃止について

１．音羽台団地
〇所在地
大津市音羽台７番

〇敷地面積
２,８００．９４㎡

〇用途廃止戸数
２４戸

２．石山団地
〇所在地
大津市大平一丁目５番

〇敷地面積
３１,９５４．００㎡

〇用途廃止戸数
１２３戸

市立逢坂小学校

音羽台団地

用途廃止住棟

今後も管理する住棟
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〔２〕４団地の用途廃止について

３．高橋川第一団地
〇所在地
大津市大江二丁目１番

〇敷地面積
２,１３１．１７㎡

〇用途廃止戸数
１戸

４．高橋川第二団地
〇所在地
大津市大江二丁目３３番

〇敷地面積
３,０５０．６２㎡

〇用途廃止戸数
１戸
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公布日施行分

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号）新旧対照表

現行 改正後（案）

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例 大津市営住宅の設置及び管理に関する条例

（入居者の資格） （入居者の資格）

第４条 （略） 第４条 （略）

（１） 市内に住所又は勤務場所を有すること。ただし、

地 域 特 別 賃 貸 住 宅 及 び 特 定 公 共 賃 貸 住 宅

にあっては、この限りでない。

（１） 市内に住所又は勤務場所を有すること。ただし、次項（第

８号に係る部分に限る。）に該当する場合及び地域特別賃貸住宅

又は特定公共賃貸住宅に入居しようとする場合にあっては、この

限りでない。

（２）から（７）まで （略） （２）から（７）まで （略）

２ （略） ２ （略）

（１）から（７）まで （略） （１）から（７）まで （略）

（８） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成１３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防

止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者でア又はイの

いずれかに該当するもの

（８） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成１３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防

止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次 のい

ずれかに該当するもの

アからイまで （略） アからイまで （略）

≪参考≫大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例
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公布日施行分

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号）新旧対照表

（新設） ウ 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３４条に規定す

る婦人相談所又は配偶者暴力防止等法第３条に規定する配偶者

暴力相談支援センター（以下「配偶者暴力相談支援センター」

という。）による配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下この

号及び第２８条の３第１項において同じ。）からの暴力を受け

ている旨の証明を受けている者

（新設） エ 配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法（昭和２６年法律

第４５号）に規定する福祉に関する事務所その他市長が別に定

める行政機関又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体による配偶者からの暴力を理

由に避難している旨の確認を受けている者

現行 改正後（案）

（入居者の資格） （入居者の資格）

第４条 （略） 第４条 （略）

（８） （略） （８） （略）

２ （略） ２ （略）

≪参考≫大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例
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公布日施行分

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号）新旧対照表

現行 改正後（案）

（高額所得者の認定） （高額所得者の認定）

第２８条の３ 市長は、市営住宅（改良住宅、地域特別賃貸住宅及び

特定公共賃貸住宅を除く。）の入居者が当該市営住宅に引き続き５

年以上入居している場合において、第１４条の２第３項の規定によ

り認定した収入の額（この額の算定の基礎となる入居者の所得金額

（令第１条第３号に規定する所得金額をいう。以下同じ。）に配偶

者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予定者を含む。）以外の同居者の所得金額を合算する場

合にあっては、１，２４８，０００円を超える部分の金額に限るも

のとする。）が最近２年間引き続き３１３，０００円を超えるとき

は、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に

通知するものとする。

第２８条の３ 市長は、市営住宅（改良住宅、地域特別賃貸住宅及び

特定公共賃貸住宅を除く。）の入居者が当該市営住宅に引き続き５

年以上入居している場合において、第１４条の２第３項の規定によ

り認定した収入の額（この額の算定の基礎となる入居者の所得金額

（令第１条第３号に規定する所得金額をいう。以下同じ。）に配偶

者

以外の同居者の所得金額を合算する場合にあっては、１，２４８，

０００円を超える部分の金額に限るものとする。）が最近２年間引

き続き３１３，０００円を超えるときは、当該入居者を高額所得者

として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

≪参考≫大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例
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公布日施行分

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号）新旧対照表

現行 改正後（案）

（使用の許可） （使用の許可）

第３７条 市長は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条

に規定する社会福祉法人その他規則で定める者（以下「社会福祉法

人等」という。）が市営住宅を使用して社会福祉法第２条第１項に

規定する社会福祉事業その他社会福祉を目的とする事業のうち規則

で定める事業（以下「社会福祉事業等」という。）を行うことが必

要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、

市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市

営住宅の使用を許可することができる。

第３７条 市長は、社会福祉法 第２２条

に規定する社会福祉法人その他規則で定める者（以下「社会福祉法

人等」という。）が市営住宅を使用して社会福祉法第２条第１項に

規定する社会福祉事業その他社会福祉を目的とする事業のうち規則

で定める事業（以下「社会福祉事業等」という。）を行うことが必

要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、

市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市

営住宅の使用を許可することができる。

≪参考≫大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例
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≪参考≫大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例

公布日施行分

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号）新旧対照表

現  行 改 正 案 

別表第1(第2条関係) 

 

名称 位置 戸数 

高城団地 大津市和邇高城63番地の8ほか 10 

和邇団地 大津市和邇中32番地の2ほか 12 

（省略）   

   

大谷団地 大津市大谷町6番 22 

音羽台団地 大津市音羽台7番 24 

（省略）   

   

石山団地 大津市大平一丁目5番 249 

（省略）   

   

高橋川第一団地 大津市大江二丁目1番 1 

高橋川第二団地 大津市大江二丁目33番 1 

（省略）   

 

 

別表第1(第2条関係) 

 

名称 位置 戸数 

高城団地 大津市和邇高城63番地の8ほか 10 

和邇団地 大津市和邇中32番地の2ほか 12 

（省略）   

   

大谷団地 大津市大谷町6番 22 

音羽台団地 大津市音羽台7番 24 

（省略）   

   

石山団地 大津市大平一丁目5番 126 

（省略）   

   

高橋川第一団地                大津市大江二丁目1番 1 

高橋川第二団地 大津市大江二丁目33番 1 

（省略）   

 

（省略） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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４月１日施行分

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号）新旧対照表

現行 改正後（案）

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例 大津市営住宅の設置及び管理に関する条例

（入居者の資格） （入居者の資格）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ （略） ２ （略）

（８） （略） （８） （略）

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項 の規定により裁

判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生

じた日から起算して５年を経過していないもの

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項又は第１０条の２の規定

により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその

効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの

ウ 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３４条に規定す

る婦人相談所 又は配偶者暴力防止等法第

３条に規定する配偶者暴力相談支援センター（以下「配偶者暴

力相談支援センター」という。）による配偶者（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予

定者を含む。以下この号及び第２８条の３第１項において同

じ。）からの暴力を受けている旨の証明を受けている者

ウ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法

律第５２号）第９条に規定する女性相談支援センター又は配偶

者暴力防止等法第３条に規定する配偶者暴力相談支援センター

（以下「配偶者暴力相談支援センター」という。）による配偶

者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者その他婚姻の予定者を含む。以下この号及び第２８条の３第

１項において同じ。）からの暴力を受けている旨の証明を受け

ている者

≪参考≫大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例
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